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１ 天草市子ども民生委員の委嘱

取組みのきっかけ

少子高齢化が進む天草市においては、小学校の統廃合も進み、更に子どもたちが地

域との関りや高齢者とふれあう機会が減少している現状があります。

そこで、市内の小学生を「子ども民生委員」として委嘱することにより、地域社会

の一員としての自覚と思いやりの心を育て、地域のお年寄りに対するあいさつ運動や

訪問活動等を通して、自ら進んで行動できる児童を育てるとともに、いつまでも自分

の地域を大切に思ってもらうことを目的に、「民生委員児童委員の日」である５月１２

日に合わせて、天草市子ども民生委員の委嘱状交付式を実施しました。

委嘱状のほか、熊本県キャラクターくまモン・くまもとサプライズロゴ利用許諾申

請による許諾を受け、本会が独自に作成したくまモンデザインの「子ども民生委員バ

ッジ」も併せて交付しています。

＊取組み開始日（ 平成２７年度から実施 ）

具体的な取組み内容と実施体制

≪委嘱状交付式≫

＊委嘱状の交付にあたっては、天草市教育委員会の後援をいただき、委嘱状交付式には、

校区内の行政区長や民生委員・児童委員、地域の団体関係者はもとより、教育長、教

育委員及び教育部長にも参列いただいて交付式を行っています。

≪委嘱後の子ども民生委員としての活動≫

＊学校の総合学習の時間や放課後等を利用して、行政区長や民生委員・児童委員の皆さ

んなど、地域の方々とともに、一人暮らしや高齢者のみの世帯を把握するための福祉
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マップの作成や地元のふれあいいきいきサロンを訪問し、子供たちが考えた出し物を

披露するなど、高齢者との交流活動に取り組んでいます。

＊お年寄りの方々に、年賀状や暑中見舞いの送付と、児童が育てた花の苗などを配布す

る訪問活動を行っています。

＊委嘱状交付式の後に、認知症について正しく理解してもらうために、「認知症サポー

ター養成講座」を受講し、認知症の疑いがある方への声のかけ方や接し方の勉強も併

せて実施しています。（受講終了後、オレンジリングを配布）

＊ふれあいいきいきサロン交流大会など、社会福祉協議会の事業に、子ども民生委員と

して参加・協力しています。

＊平成２７年度には、天草地域の活性化に貢献する活動として、子ども民生委員の活動

が認められ、熊本県が実施した「天草ブランドアワード２０１５」において、金賞を

受賞した５団体の中から、見事にグランプリを受賞しました。

＜子ども民生委員の主な活動（例）＞

・地域のお年よりや住民の方々に、元気な声であいさつ運動。

・地域の民生委員・児童委員などと協力し、高齢者宅への友愛訪問や福祉施設や保育所

（園）等への同行訪問により、お年寄りや幼児との交流を深める活動。

・ふれあいいきいきサロンへ訪問し、利用者との交流を深める活動。

・地域における見守り活動への協力。

・お年寄りの方に、年賀状や暑中見舞いを送付したり、児童が育てた鉢植えの配布によ

る訪問活動。

・認知症について正しく理解するため、認知症サポーター養成講座を受講。

＊平成３０年度予算額（ １９３ ）千円

事業実施の効果

＜委嘱状況＞

＊合併当初の平成１８年度には４０校あった小学校も、統廃合により、平成２７年度に

は２２校、平成３０年度には１７校になりました。

  ・平成２７年度 新 規 １校   ６１名

  ・平成２８年度 新 規 ３校 ２１１名

          継 続 １校   １６名

             計   ２２７名  累計   ２８８名

  ・平成２９年度 新規 ６校 ５４７名

          継続 ４校   ５９名

            計   ６０６名  累計   ８９４名



  ・平成３０年度 新 規 ５校 ６６４名

          再委嘱 １校 ２５４名

              （平成２７年度の１校を含め３校が統合）

          継 続 ９校 ２００名

             計  １,１１８名  累計 ２,０１２名

＊残り２校と統合した１校は、来年度までに委嘱することとしており、平成３１年度

には、市内全ての小学校において子ども民生委員が誕生する予定です。

＜委嘱の効果＞

＊子どもたちが登下校する際、地元の方々に自発的にあいさつする光景が見られるよ

うになりました。

併せて地域の皆さんも子どもたちを気に掛けるようになりました。

＊上級生が下級生をお世話する場面が増えました。

＊子どもたちが自発的に活動をしようとするようになりました。

（担任の先生に高齢者との交流をしたいと申し出るなど）

＊民生委員・児童委員と子どもたちの関わりが強くなりました。

（福祉マップ作りや同行訪問をとおして）

＊民生委員・児童委員活動の重要性や大変さを、地域の住民が理解するようになりま

した。（児童の保護者を通じて）

＊社会を明るくする運動推進大会や本会が開催するあまくさ福祉まつり及び第１０回

火の国ボランティアフェスティバルにおいて、子ども民生委員の活動を立派に発表

してもらいました。

＊子ども民生委員の活動について、県内はもとより九州管内及び全国からの問い合わ

せが殺到しています。

今後に向けて(課題など)

＊来年度、市内全小学校の児童に子ども民生委員の委嘱を行うと、累計２,５００名を

超える子ども民生委員が誕生し、その後も継続して、毎年対象になる児童に委嘱状

を交付していきます。

＊地域住民と子ども民生委員の交流が深まれば、地域が活性化するとともに、民生委

員・児童委員への理解と認知症にやさしいまちづくりができるのではないかと考え

ています。

＊本会では、独自にボランティア活動普及推進校（（ボランティア協力校）幼、小・中

学校、高等学校）の指定を行い、活動助成をしていますが、子ども民生委員の活動

経費にも活用していただくようお願いしています。






